








要約:わが国には、小児の事故に関する資料として、種々の部門より 10 種類近くのデータ

が発表されており、これらの資料の積極的な活用を計ると共に、それらのデータベース化

が必要と考えられた。しかし、これらのデータには、事故発生時の状況についての資料が

欠落していることより、これを補うための健診を定点とするサーベイランスシステムを構

築し、運営することにより、小児の事故サーベイランスは機能するものと思われた。また、

データの集積だけでなく、それらを分析検討する委員会が必要であると結論された。今回

の調査により、生後より 6 か月までの医療機関受診事故の発生頻度は 4.5%、6 か月より 1

歳 6か月までの 1年間の同頻度は 18.9%であった。


